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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
旨
を
通
知
し
た
次
の
保
安
林

に
つ
い
て
、
当
該
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法

第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所
等

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に

係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

所
在
が
不
分
明
な

通
知
の
相
手
方

掲
示
場
所
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多
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郡
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多
摩
町
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二
〇
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同
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〇
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光
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西
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摩
郡
奥
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奥
澤
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〇
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三
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清
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郡
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五
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番

四
、
二
一
五
四
番
四
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番
五
、
二
一
五
九
番
二

清
水
旭

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
留
浦

字
ぼ
う
ず
谷
二
一
五
一
番

五
、
二
一
五
四
番
八

清
水
祝
男

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
留
浦

字
ぼ
う
ず
谷
二
一
五
四
番

七

清
水
彦
三

二

通
知
の
要
旨

㈠

一
の
保
安
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
旨
を

告
示
し
た
の
で
、
森
林
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
す
る
。

㈡

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
農
林
水

産
省
告
示
第
千
六
百
五
十
号
の
と
お
り
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次

の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
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一
月
十
三
日

東
京
都
選
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管
理
委
員
会
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設
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称

所
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地

そ
ん
ぽ
の
家

ひ
ば
り
が
丘

西
東
京
市
西
原
町
五
丁
目
三
番
十
二

号

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五

十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二
号
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
最
高
裁

判
所
裁
判
官
国
民
審
査
法
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行
令
（
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和
二
十
三
年
政
令
第
百
二
十

二
号
）
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
不
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者
投
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を
行
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こ
と
が
で
き
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て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
き
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
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挙
管
理
委
員
会

施

設

の

名

称

所

在

地

有
料
老
人
ホ
ー
ム

ア
リ
ア

久
我
山

杉
並
区
宮
前
四
丁
目
三
十
番
三
号

介
護
老
人
保
健
施
設

エ
バ

グ
リ
ー
ン
田
無

西
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京
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町
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丁
目
六
番
一
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18464号）東 京 都 公 報令和8年1月13日（火曜日）５



令和8年1月13日（火曜日）東 京 都 公 報（第18464号） ６



（第18464号）東 京 都 公 報令和8年1月13日（火曜日）７



令和8年1月13日（火曜日）東 京 都 公 報（第18464号） ８



（第18464号）東 京 都 公 報令和8年1月13日（火曜日）９
◉
東
京
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挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
三
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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